
公的制度120％活用セミナー

ものづくり補助金申請のポイント！！

製造業の経営者は必見！

第一部

 ご存じですか？設備投資に最大1,000万円の補助金が支給される「ものづくり補助金」
 来年の「ものづくり補助金」に向けて申請のポイントをお伝えします

＜第一部講師紹介＞ 株式会社エフアンドエム TaxHouse事業部 石田 芳土 氏
株式会社エフアンドエムは、全国約130事務所が参画する「経営革新等支援機関推進協議会」の本部機関であり、同社自身も認定支援機関として活
動。2014年のものづくり補助金では107件が採択される。また、経営改善計画の策定支援においても111件の支援実績をもつ。

～無料専門家派遣を利用してみませんか？～

ご挨拶 ご挨拶とセミナー概要のご説明

＜内容＞

＜講師＞税理士法人児島会計 代表 児島 敏和

このたび税理士法人児島会計では、地元の製造業の経営者の方を対象とした「公的制度120％活用セミナー」を開催いたします。今回のセミ
ナーでは、今年度人気の「ものづくり補助金」申請のポイントや、事業承継の際に活用できる公的制度、また厚生労働省の助成金について詳しく
解説いたします。本セミナーは参加費無料でどなたでもご参加いただけますので、ご興味のある方はぜひご参加ください。
（※製造業以外の方でもご参加いただけます。※参加希望の方は電話・FAXでお申込みください。)

<お問い合わせ> 税理士法人児島会計 ℡：047-424-1988 FAX：047-424-1978
※ご提供いただいた情報は、税理士法人児島会計および株式会社エフアンドエムが、セミナー開催及び貴社の経営支援に関する情報提供にのみ利用いたします。

▼お申込はこちら ＦＡＸ 047-424-1978 ▼

◆ 貴社名：

◆ ご芳名： 様 ◆ ご芳名： 様

◆ 電話番号：

□ 今後FAXでの案内を希望しない (FAX： )□ セミナーへの参加を希望する

第二部 事業承継対策と、その実務のポイント解説

＜講師＞税理士法人児島会計 山﨑 聡一 平成２５年度税理士試験合格

＜セミナー詳細＞

 日 程 ： 平成26年11月8日(土)

 時 間 ： 15時00分～1７時30分

 場 所 ： 船橋商工会議所

 住 所 ： 千葉県船橋市本町１－１０－１０

 定 員 ： 25名

 費 用 ： 無料(3名様以上でのご参加は事前にご相談ください)

 事業承継で損する人とは？公的制度を把握する・・・「経営承継円滑化法」「贈与税の非課税枠」など
 今なら間に合う！いつか来る事業承継に向けて「事業承継計画書」で中長期的な計画を立てる

＜内容＞


